
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
四
年
十
二
月
十
二
日
提
出

質

問

第

四

二

号

未
成
年
者
な
ど
の
収
容
と
退
去
強
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

42



未
成
年
者
な
ど
の
収
容
と
退
去
強
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

子
ど
も
の
権
利
条
約
（
児
童
の
権
利
条
約
）
第
三
条
（
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
）
に
謳
わ
れ
た
「
子
ど
も
に
か
か
わ
る
す

べ
て
の
活
動
に
お
い
て
、
そ
の
活
動
が
公
的
も
し
く
は
私
的
な
社
会
福
祉
機
関
、
裁
判
所
、
行
政
機
関
ま
た
は
立
法
機
関
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
が
第
一
次
的
に
考
慮
さ
れ
る
。
」
を
考
慮
し
、
保
護

者
が
入
管
法
違
反
に
問
わ
れ
た
場
合
、
日
本
の
学
校
に
て
就
学
中
の
未
成
年
者
に
つ
い
て
は
、
本
人
お
よ
び
そ
の
養
育
親
の

退
去
強
制
を
見
合
わ
せ
、
在
留
特
別
許
可
を
与
え
る
な
ど
の
方
策
を
と
る
べ
き
と
思
う
が
、
政
府
の
見
解
を
質
し
た
い
。
子

ど
も
の
権
利
条
約
に
関
連
し
て
、
未
成
年
者
の
退
去
強
制
に
つ
い
て
、
各
国
で
は
以
下
の
よ
う
な
判
例
や
方
策
が
と
ら
れ
て

き
て
い
る
。

一
九
九
九
年
七
月
九
日
カ
ナ
ダ
連
邦
裁
判
所
が
下
し
た
「
Ｂ
ａ
ｋ
ｅ
ｒ
判
決
」
で
は
、
超
過
滞
在
で
あ
る
Ｂ
氏
（
子
ど
も

四
人
は
カ
ナ
ダ
国
籍
）
に
退
去
強
制
と
い
う
決
定
を
、
「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
」
（
子
ど
も
の
権
利
条
約
）
を
援
用
し
、

取
り
消
し
た
。
カ
ナ
ダ
政
府
は
、
そ
の
後
移
民
法
を
改
正
。
「
カ
ナ
ダ
の
出
入
国
管
理
行
政
に
お
け
る
子
ど
も
の
利
益
の
考

慮
の
一
端
」
『
人
権
法
と
人
道
法
の
新
世
紀
』
（
東
信
堂
）

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
九
三
年
十
二
月
十
七
日
子
ど
も
と
家
族
を
残
し
て
退
去
強
制
命
令
を
出
さ
れ

一



た
男
性
か
ら
司
法
審
査
請
求
し
た
タ
ビ
タ
事
件
判
決
に
お
い
て
、
自
由
権
規
約
と
子
ど
も
の
権
利
条
約
第
九
条
を
援
用
し
、

政
府
当
局
が
退
去
強
制
命
令
を
執
行
す
る
か
否
か
を
検
討
す
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

当
局
に
再
審
査
を
求
め
て
い
る
。
（
Ｔ
ａ
ｖ
ｉ
ｔ
ａ
事
件
）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
最
高
裁
判
所
は
一
九
九
五
年
四
月
七
日
、
子
ど
も
と
家
族
を
残
し
て
退
去
強
制
命
令
を
出
さ
れ
た
男

性
か
ら
の
司
法
審
査
請
求
で
あ
る
テ
オ
事
件
判
決
に
お
い
て
、
特
に
子
ど
も
の
権
利
条
約
第
三
条
の
規
定
を
援
用
し
、
当
局

が
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
主
た
る
考
慮
事
項
と
し
て
扱
う
だ
ろ
う
と
い
う
正
当
な
期
待
が
生
じ
て
い
る
と
し
て
、
当
局
に

よ
る
再
審
を
求
め
て
い
る
。
（
Ｔ
ｅ
ｏ
ｈ
事
件
）

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
就
学
中
の
未
成
年
者
や
、
そ
の
養
育
親
の
、
退
去
強
制
を
し
な
い
取
り
扱
い
を
明
記
し
た

法
律
あ
る
い
は
基
準
を
も
う
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
質
し
た
い
。

二

日
本
に
は
未
成
年
者
を
入
管
施
設
へ
収
容
す
る
こ
と
を
、
制
限
す
る
法
律
は
な
い
。
ま
た
学
齢
期
の
子
ど
も
の
収
容
を
避

け
る
取
り
扱
い
を
明
記
し
た
法
律
も
な
い
。
日
本
の
入
管
行
政
は
「
全
件
収
容
主
義
」
を
と
っ
て
い
て
入
管
法
上
の
違
法
状

態
に
あ
る
場
合
、
収
容
さ
れ
る
こ
と
が
、
法
律
上
の
建
前
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
子
ど
も
の
権
利
条
約

（
児
童
の
権
利
条
約
）
の
次
の
各
号
の
違
反
に
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
お
う
か
が
い
し
た
い
。

二



第
三
条
（
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
）
第
二
十
二
条
（
難
民
の
子
ど
も
の
保
護
・
援
助
）
第
二
十
八
条
（
教
育
へ
の
権
利
）

第
三
十
七
条
（
死
刑
・
拷
問
等
の
禁
止
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
子
ど
も
の
適
正
な
取
り
扱
い
）
（
ｂ
）
お
よ
び
（
ｃ
）

三

親
の
入
管
へ
の
収
容
に
と
も
な
い
、
未
成
年
者
が
親
か
ら
分
離
さ
れ
、
児
童
相
談
所
へ
保
護
さ
れ
た
り
、
親
戚
な
ど
へ
あ

ず
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
親
と
分
離
し
て
児
童
相
談
所
に
保
護
し
た
場
合
、
そ
の
子
ど
も
の
保
護
先
を
親
に
伝
え
な

い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
入
管
収
容
施
設
に
収
容
さ
れ
る
場
合
で
も
、
親
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
未
成
年
者
が
家
族

か
ら
分
離
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
方
策
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
、
道
義
的
に
見
て
も
問
題
が
あ

る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

ま
た
、
こ
れ
は
子
ど
も
の
権
利
条
約
（
児
童
の
権
利
条
約
）
の
第
九
条
（
親
か
ら
の
分
離
禁
止
と
分
離
の
た
め
の
手
続
）

に
抵
触
す
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

四

親
の
入
管
法
違
反
に
と
も
な
い
、
未
成
年
者
に
対
す
る
退
去
強
制
手
続
に
つ
い
て
「
事
前
に
準
備
を
さ
せ
ず
、
い
き
な
り

の
摘
発
が
行
わ
れ
、
摘
発
時
点
で
学
校
や
親
戚
な
ど
に
連
絡
を
さ
せ
な
い
」
「
摘
発
に
出
向
い
た
入
管
職
員
の
通
訳
の
代
わ

り
を
さ
せ
ら
れ
、
親
の
入
管
法
違
反
に
つ
い
て
、
子
ど
も
の
口
か
ら
い
わ
せ
る
」
「
未
成
年
者
自
身
が
手
続
上
入
管
法
違
反

者
と
し
て
違
反
調
査
の
対
象
と
な
る
」
「
十
六
歳
未
満
の
者
を
の
ぞ
き
、
十
指
の
指
紋
を
採
取
す
る
」
「
か
ら
だ
の
傷
、
入

三



れ
墨
、
特
徴
な
ど
を
記
録
す
る
た
め
の
下
着
に
な
っ
て
の
身
体
検
査
」
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
取
り
扱
い

は
、
道
義
的
に
見
て
も
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
ま
た
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
（
児
童
の
権
利
条
約
）
の
第
三

十
七
条
（
死
刑
・
拷
問
等
の
禁
止
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
子
ど
も
の
適
正
な
取
り
扱
い
）
に
抵
触
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
ど
う

か
。

五

入
管
収
容
施
設
内
の
処
遇
に
つ
い
て
、
未
成
年
者
の
権
利
を
守
る
た
め
、
未
成
年
者
の
い
る
家
族
に
つ
い
て
の
処
遇
、
保

護
者
の
い
な
い
未
成
年
者
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、
明
記
さ
れ
た
法
律
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
権
利
条
約
第
三
十
七
条
（
死

刑
・
拷
問
等
の
禁
止
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
子
ど
も
の
適
正
な
取
り
扱
い
）
に
抵
触
す
る
疑
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
政

府
の
見
解
を
質
し
た
い
。

六

未
成
年
で
あ
る
被
収
容
者
に
関
し
て
、
一
九
九
九
年
か
ら
年
別
、
収
容
施
設
別
に
収
容
さ
れ
た
人
数
を
年
齢
別
（
六
歳
未

満
、
六
歳
〜
十
二
歳
未
満
、
十
二
歳
〜
十
五
歳
未
満
、
十
五
歳
〜
十
八
歳
未
満
、
十
八
歳
〜
二
十
歳
未
満
）
、
男
女
別
、
国

籍
別
、
収
容
期
間
別
に
示
さ
れ
よ
。
施
設
を
移
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
合
算
し
た
収
容
期
間
を
示
さ
れ
よ
。

ま
た
、
親
の
入
管
へ
の
収
容
に
伴
い
、
未
成
年
者
の
児
童
相
談
所
等
、
児
童
保
護
施
設
へ
の
入
所
状
況
及
び
、
保
護
期
間

を
一
九
九
九
年
か
ら
年
別
、
前
記
年
齢
区
分
別
、
男
女
別
、
国
籍
別
に
示
さ
れ
よ
。

四



七

未
成
年
者
で
退
去
強
制
令
書
執
行
後
、
実
際
に
は
収
容
さ
れ
ず
、
過
去
強
制
手
続
き
を
と
っ
た
子
ど
も
の
状
況
を
一
九
九

九
年
か
ら
、
年
別
、
前
記
年
齢
区
分
別
、
男
女
別
、
国
籍
別
に
示
さ
れ
よ
。
ま
た
、
そ
の
内
退
去
強
制
し
た
人
数
を
示
さ
れ

よ
。

八

妊
婦
で
あ
る
被
収
容
者
に
つ
い
て
一
九
九
九
年
か
ら
年
別
、
収
容
施
設
別
、
妊
娠
期
間
別
に
示
さ
れ
よ
。

ま
た
、
収
容
中
の
流
産
、
堕
胎
件
数
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
収
容
施
設
及
び
、
一
時
執
行
停
止
で
の
出

産
し
た
者
の
人
数
を
同
様
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

九

六
十
歳
以
上
の
高
齢
で
あ
る
被
収
容
者
に
つ
い
て
、
一
九
九
九
年
か
ら
年
別
、
収
容
施
設
別
、
年
齢
別
（
六
十
歳
〜
六
十

五
歳
未
満
、
六
十
五
歳
〜
七
十
歳
未
満
、
七
十
歳
〜
七
十
五
歳
未
満
、
七
十
五
歳
〜
八
十
歳
未
満
、
八
十
歳
以
上
）
に
、
そ

の
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十

精
神
障
害
の
あ
る
被
収
容
者
に
つ
い
て
、
一
九
九
九
年
か
ら
、
年
別
、
収
容
施
設
別
に
そ
の
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

十
一

身
体
障
害
の
あ
る
被
収
容
者
に
つ
い
て
、
一
九
九
九
年
か
ら
年
別
、
障
害
種
類
別
、
等
級
別
、
収
容
施
設
別
に
、
そ
の

人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五



右
質
問
す
る
。

六


